
《広告》

国民年金だより
問 役場町民課 町民窓口係　☎42-2633
函館年金事務所国民年金課　☎0138-56-1165

産前産後期間の
国民年金保険料免除制度をご活用ください

　国民年金第 1号被保険者が出産をした際に、
出産前後の一定期間は国民年金保険料が免除さ
れる制度です。
　免除される期間は出産予定日または出産日が
属する月の前月から 4カ月間で、多胎妊娠の場
合は、出産予定日または出産日が属する月の 3
カ月前から 6カ月間となります。
　※出産には、妊娠85日（ 4カ月）以上の死産、
　　流産、早産も含みます。
　前納などすでに保険料を納付している方が妊
娠し、保険料免除対象者になった場合、支払っ
た保険料は還付されます。また、この免除期間
は定額の国民年金保険料を支払ったものとして
計算され、その間、付加保険料を納付すること
もできます。この免除制度は出産後でも遡って
届出できますので、対象の方は役場町民課また
は函館年金事務所国民年金課へお問い合わせく
ださい。

6 月の年金相談

　函館年金事務所による年金相談を次のとおり
開設します。
　相談をよりスムーズにするため、事前に時間
予約していただくことになりますので、 6月17
日までに、役場町民課へ電話などで予約してく
ださい。

　相談される方がご本人でない場合、委任状が
必要となります。役場または各支所にあります
ので、事前にご用意ください。

■対象者
　国民年金第 1号被保険者で出産日（出産
　予定日）が平成31年 2 月 1 日以降の方
■届出時期
　出産予定日の 6カ月前から届出可能です。
■申請に必要なもの
　・年金手帳・マイナンバーがわかるもの
　・本人確認ができるもの
　　※マイナンバーカード、運転免許証な
　　　ど写真付きであれば 1点、写真付き
　　　でない場合は健康保険証と年金手帳
　　　など 2点
　・印鑑（認印可）
　・出産日及び親子関係を明らかにするも
　　の
　　（母子健康手帳、出生証明書など）
　　※死産の場合は死産証明書など

■日時　 6月24日㈭　10:30～15:00
（12:00～13:00は昼休み）

■会場　役場　第 2町民室
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